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ケイトウ

本年4月から、40～74歳を対象に特定健康診査（メタボ健診）が実施されていますが、
診査結果に基づき行われる特定保健指導を受ける人のうち、高血圧症、脂質異常症、糖
尿病のいずれかの基準に該当する人が、その診療等のため自己負担した診療（治療）費
は、医療費控除の対象に追加されています。

メタボ健診の診療費も医療費控除の対象に
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現
在
国
が
運
営
し
て
い
る
政
府
管
掌

健
康
保
険
（
中
小
企
業
等
で
働
く
従
業
員

や
そ
の
家
族
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
で
、
政
管
健
保
と
い
う
略
称
で
呼
ば

れ
て
い
る
）
が
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日

以
降
、
国
か
ら
独
立
し
、
全
国
健
康
保

険
協
会
（
以
下
、
協
会
け
ん
ぽ
）
と
し
て

発
足
し
ま
す
。

協
会
け
ん
ぽ
は
、
都
道
府
県
ご
と
に

支
部
を
設
け
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
な

ど
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
新
し
い
健
康

保
険
事
業
等
を
行
い
ま
す
。

以
下
、
協
会
け
ん
ぽ
に
移
行
後
の
仕

組
み
、
当
面
の
被
保
険
者
証
の
取
扱
い
、

患
者
の
自
己
負
担
割
合
や
保
険
給
付
の

内
容
、
各
種
保
険
料
な
ど
に
つ
い
て
、

Ｑ
Ａ
方
式
で
説
明
し
ま
す
。

Ａ

健
康
保
険
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
の

保
険
を
除
く
）
の
保
険
者
は
、
協
会
け

ん
ぽ
と
健
康
保
険
組
合
で
す
。
協
会

け
ん
ぽ
は
、
健
康
保
険
組
合
の
組
合

員
で
な
い
被
保
険
者
の
保
険
を
管
掌

し
ま
す
。

Ａ

協
会
は
、
次
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

a

保
険
運
営
の
企
画

①

都
道
府
県
別
の
保
険
料
率
の

設
定

②
　
財
政
運
営

③

業
務
改
革
・
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
④
　
医
療
費
分
析
、
情
報
提
供

⑤

高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定

に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
介
護
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
介

護
納
付
金
）
の
納
付
に
関
す
る
業

務

s

保
険
給
付

①

被
保
険
者
証
の
発
行
・
再
発
行

②
　
保
険
給
付

③
　
窓
口
サ
ー
ビ
ス
・
相
談

④

レ
セ
プ
ト（
診
療
報
酬
明
細
書
）

の
点
検

d

保
健
事
業
（
予
防
）

①
　
健
診

②
　
保
健
指
導

③
　
情
報
提
供
・
相
談

Ａ

社
会
保
険
事
務
所
は
、
主
と
し
て

適
用
・
徴
収
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

①

被
保
険
者
の
資
格
の
得
喪
の
確

認
②

標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与

額
の
決
定

③
　
各
種
変
更
届

④

保
険
料
の
徴
収
（
任
意
継
続
被
保

険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
）
及
び
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

手
続
き
は
、
会
社
を
通
じ
て
、
厚
生

年
金
保
険
の
手
続
き
と
併
せ
て
行
い

ま
す
（
任
意
継
続
被
保
険
者
に
つ
い
て

は
、
協
会
け
ん
ぽ
が
直
接
行
う
）。
な

お
、
被
保
険
者
の
資
格
の
得
喪
の
確
認

は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
被
保
険
者
は
社
会

保
険
事
務
所
、
組
合
健
保
の
組
合
員
は

そ
の
健
保
組
合
が
行
い
ま
す
。

Ａ

従
前
か
ら
政
管
健
保
に
加
入
し
て

い
た
人
に
つ
い
て
は
、
十
月
一
日
以

降
順
次
、
新
た
な
被
保
険
者
証
へ
の
切

替
え
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
被
保

険
者
証
の
切
替
え
の
手
続
き
は
、
一
般

の
被
保
険
者
は
会
社
を
通
じ
て
、
任
意

継
続
被
保
険
者
は
直
接
自
宅
に
郵
送

す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
十
月
一
日
以
降
新
た
に
協

会
け
ん
ぽ
に
加
入
す
る
人
や
被
保
険

者
証
の
再
交
付
の
申
請
を
し
た
人
に

は
、
協
会
け
ん
ぽ
か
ら
新
た
な
被
保

険
者
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
被
保
険
者
証
の
切
替
え
が

完
了
す
る
ま
で
は
、
現
在
所
持
し
て

い
る
被
保
険
者
証
は
引
き
続
き
医
療

機
関
等
で
使
用
で
き
ま
す
。

Ａ

医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合
の
自

己
負
担
割
合
や
高
額
な
医
療
費
を
負
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協会 
けんぽ 
がスタート 
10月1日 
から 

健
康
保
険
の
保
険
者
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

健
康
保
険
の
保
険
者

Q1

協
会
は
ど
の
よ
う
な
業
務
を
行
う
の

で
す
か
。

協
会
の
行
う
業
務

Q2

社
会
保
険
事
務
所
が
行
う
業
務
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
い
。

社
会
保
険
事
務
所
が
行
う
業
務

Q3

被
保
険
者
証
は
、
い
つ
ご
ろ
切
り
替

わ
る
の
で
す
か
。

被
保
険
者
証
の
取
扱
い

Q4
健
康
保
険
の
給
付
は
、
都
道
府
県
で

バ
ラ
ツ
キ
が
出
る
の
で
す
か
。

健
康
保
険
の
保
険
給
付

Q5
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担
し
た
場
合
の
自
己
負
担
限
度
額
、

傷
病
手
当
金
や
出
産
手
当
金
な
ど
の

現
金
給
付
の
金
額
や
支
給
要
件
な
ど
、

健
康
保
険
の
保
険
給
付
の
内
容
及
び

水
準
な
ど
は
、
協
会
け
ん
ぽ
設
立
後

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

保
険
給
付
の
申
請
窓
口
は
、
協
会

け
ん
ぽ
の
各
都
道
府
県
支
部
（
社
会

保
険
事
務
所
の
一
角
に
協
会
の
窓
口

を
設
置
す
る
予
定
）
と
な
り
ま
す
。

Ａ

協
会
け
ん
ぽ
の
被
保
険
者
に
係
る

一
般
保
険
料
率
は
、
健
保
組
合
と
同

様
三
％
〜
一
〇
％
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
支
部
被
保
険
者
（
各
支
部
の
都

道
府
県
に
所
在
す
る
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
及
び
都
道
府

県
の
区
域
内
に
住
所
ま
た
は
居
所
を

有
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を
い
う
）

を
単
位
と
し
て
協
会
け
ん
ぽ
が
決
定

し
ま
す
（
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率

と
い
う
）。

現
行
で
は
一
律
八
・
二
％
の
保
険

料
率
で
す
が
、
協
会
け
ん
ぽ
設
立
後

は
都
道
府
県
ご
と
に
地
域
の
医
療
費

を
反
映
し
た
保
険
料
率
に
設
定
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
費
が
多

く
か
か
っ
て
い
る
都
道
府
県
で
は
、

保
険
料
率
の
上
限
が
最
大
で
一
〇
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

ち
な
み
に
、
厚
生
労
働
省
が
二
〇

〇
三
年
度
の
医
療
給
付
費
等
の
実
績

を
も
と
に
各
都
道
府
県
ご
と
の
保
険

料
率
を
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
の

北
海
道
（
八
・
七
％
）
と
最
低
の
長
野

県
（
七
・
六
％
）
で
一
・
一
％
も
の

差
が
あ
り
ま
し
た
。

Ａ

協
会
け
ん
ぽ
設
立
時
の
健
康
保
険

の
一
般
保
険
料
率
（
基
本
保
険
料

率
＋
特
定
保
険
料
率
）
は
、
協
会
が

都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
決
定
す

る
ま
で
の
間
は
、
施
行
の
日
の
前
日

（
九
月
三
十
日
）
に
お
け
る
政
管
健
保

の
一
般
保
険
料
率
（
八
・
二
％
）
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
協
会
け
ん
ぽ
設
立

後
は
、
一
年
以
内
に
、
都
道
府
県
毎

に
地
域
の
医
療
費
を
反
映
し
た
保
険

料
率
を
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
保
険
料
率
を
変
更
す

る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

都
道
府
県
単
位
の
保
険
料
率
の
場

合
、
年
齢
構
成
の
高
い
都
道
府
県
ほ

ど
医
療
費
が
高
く
な
る
た
め
、
保
険

料
率
が
高
く
な
り
、
ま
た
所
得
水
準

の
低
い
都
道
府
県
ほ
ど
同
じ
医
療
費

で
も
保
険
料
率
が
高
く
な
る
こ
と
か

ら
、
年
齢
構
成
や
所
得
水
準
の
違
い

は
都
道
府
県
間
で
調
整
し
た
上
で
、

地
域
の
医
療
費
を
反
映
し
た
保
険
料

率
を
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料

率
へ
の
移
行
に
伴
い
、
保
険
料
率
が

大
幅
に
上
昇
す
る
場
合
に
は
五
年
間

の
激
変
緩
和
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
、
二
年
ご
と
に
五
年
間
の

収
支
の
見
通
し
の
作
成
及
び
準
備
金

の
積
立
て
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

Ａ

原
則
的
に
は
現
行
ど
お
り
で
、
各

年
度
に
お
い
て
、
保
険
者
が
納
付
す

べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
（
協
会
け
ん
ぽ
の

場
合
は
、
そ
の
額
か
ら
国
庫
補
助
額

を
控
除
し
た
額
）
の
合
算
額
を
そ
の

年
度
の
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
の
総

額
の
見
込
額
で
割
っ
た
率
を
基
準
に

決
定
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
本
年

度
の
特
定
保
険
料
率
は
三
・
三
％
で

す
。

Ａ

介
護
保
険
料
率
は
、
各
年
度
に
お
い

て
、
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
介
護
納

付
金
の
額
（
協
会
け
ん
ぽ
の
場
合
は
、

そ
の
額
か
ら
国
庫
補
助
額
を
控
除
し

た
額
）
を
そ
の
年
度
の
介
護
保
険
の
第

二
号
被
保
険
者
で
あ
る
被
保
険
者
の

総
報
酬
額
の
総
額
の
見
込
額
で
割
っ

た
率
を
基
準
に
決
定
さ
れ
、
本
年
度
は

一
・
一
三
％
で
す
。

Ａ

保
険
料
納
付
の
手
続
き
の
窓
口
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
②
、
③
以
外
の
場
合

従
来
と
同
様
、
会
社
（
事
業
所
）

を
経
由
し
て
管
轄
の
社
会
保
険
事

務
所

②
　
任
意
継
続
被
保
険
者
の
場
合

協
会
け
ん
ぽ

③
　
健
保
組
合
の
組
合
員
の
場
合

当
該
健
保
組
合

協
会
け
ん
ぽ
の
一
般
保
険
料
率
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
い
。

一
般
保
険
料
率

Q6

十
月
一
日
時
点
の
保
険
料
率
を
教
え

て
下
さ
い
。

施
行
時
の
保
険
料
率

Q7

特
定
保
険
料
率
は
ど
の
よ
う
に
決
め

ら
れ
る
の
で
す
か
。

特
定
保
険
料
率

Q8

介
護
保
険
料
率
は
ど
の
よ
う
に
決
め

ら
れ
る
の
で
す
か
。

介
護
保
険
料
率

Q9
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

保
険
料
の
納
付

Q10
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基
本
手
当
（
失
業
給
付
）
を
受
け
る

に
は
、
原
則
と
し
て
離
職
の
日
以
前
二

年
間
に
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て
十

二
カ
月
以
上
あ
る
こ
と
が
原
則
で
す

が
、
離
職
の
日
以
前
二
年
間
に
、「
被

保
険
者
が
他
の
事
業
主
の
も
と
に
取
締

役
と
し
て
出
向
（
報
酬
の
一
〇
〇
％
を

出
向
先
が
負
担
す
る
場
合
）」
し
、
引

き
続
き
三
〇
日
以
上
賃
金
の
支
払
い
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
等
一
定

要
件
を
満
た
し
た
場
合
は
、
賃
金
を
受

け
な
か
っ
た
日
数
を
加
算
し
て
、
四
年

間
の
中
で
被
保
険
者
期
間
が
通
算
し
て

十
二
カ
月
以
上
あ
る
と
き
に
は
受
給
要

件
を
満
た
し
た
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
取
締
役
と
し
て
出
向
す

る
期
間
中
は
、
被
保
険
者
資
格
は
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

な
お
、
同
一
の
会
社
に
お
い
て
取
締

役
に
就
任
す
る
場
合
（
兼
務
役
員
を
除

く
）
は
、
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

取
締
役
と
し
て
出
向
す
る
場
合

保険関係が成立している事業に使用される
有期契約労働者が、契約期間満了前に業務上
災害を被った場合であって、契約更新をしな
い場合の保険給付については、労災保険法上
は、「保険給付を受ける権利は、労働者の退
職（使用者による解雇、自己都合による退職、
労働契約期間の満了による退職、定年退職、
事業の廃止に伴う労働契約の終了等理由を問
わず労働関係が終了することをいう）によっ
て変更されることはない」と定めています。
したがって、労働契約が終了し、労働者と

しての身分を喪失した後であっても、療養を
必要としなくなるまで引き続き必要な保険給
付（療養補償給付。その他療養のため働くこ
とができないときは、支給要件に該当する限
り休業補償給付が支給される）を受けること
ができます。
ちなみに、保険給付を受ける権利は、現に

発生している権利ばかりでなく、この事故に
より将来において発生するであろう権利も含
まれます。

契約期間満了後の保険給付

義肢等補装具の支給制度

仕事中・通勤途上の災害によりケガや病気

（傷病）になった人で、その治ゆ後一定の障害

が残り、障害（補償）給付等の支給決定を受

けた人または受けると見込まれる人が、円滑

に社会復帰できるようサポートするために、

義肢等補装具の支給が行われています。

支給されるものは、下表の24種目で、それ

ぞれに耐用年数が定められています。これら

は無料で被災労働者に支給され、き損した場

合には修理を受けることもでき、補装具等の

採型または装着等のために出かけたときは、

鉄道運賃などの旅費が支給されます。

ちなみに、この支給制度は、労災保険独自

の社会復帰促進等事業の一環として行われる

もので、保険給付ではありません。

■ 支給種目 

　　義肢 

　　上肢装具及び下肢装具 

　　体幹装具 

　　座位保持装置 

　　盲人安全つえ 

　　義眼（コンタクト義眼を含む） 

　　眼鏡（コンタクトレンズを含む） 

　　点字器 

　　補聴器 

　　人工喉頭 

　　車いす 

　　電動車いす 

　　歩行車 

　　収尿器 

　　ストマ用装具 

　　歩行補助つえ 

　　かつら 

　　浣腸器付排便剤 

　　床ずれ防止用敷布団 

　　介助用リフター 

　　フローテーションパッド（車いす・電動車いす用） 

　　ギャッチベッド 

　　重度障害者用意思伝達装置 

　　筋電電動義手 
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